
 

 

 

 

 

 

 

 

江別市立大麻東中学校に係る部活動の方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年４月 

江別市立大麻東中学校  

 

 

 

 

 



 

 

目 次 

 

方針策定の趣旨等                          Ｐ １  

 

１  適切な運営のための体制整備 

 （ １ ） 部活動の方針の策定等                    Ｐ ２  

 （ ２ ） 指導・ 運営に係る 体制の構築                 Ｐ ３  

 

２  合理的でかつ効率的・ 効果的な活動の推進 

 （ １ ） 運動部活動における 適切な指導の実施             Ｐ ４  

 （ ２ ） 文化部活動における 適切な指導の実施             Ｐ ４  

 （ ３ ） 部活動用指導手引の普及・ 活用                Ｐ ５  

 

３  適切な休養日等の設定                      Ｐ ５  

 

４  生徒のニーズを 踏ま えた環境の整備 

 （ １ ） 部活動の設置、 統廃合、 合同チーム等の編成          Ｐ ６  

 （ ２ ） 部活動の地域連携                      Ｐ ７  

 

５  学校単位で参加する 大会等の見直し                 Ｐ ８  

 

６  部活動の充実に向けて 

 （ １ ） 部活動指導の充実を 図る 取組                 Ｐ ８  

 （ ２ ） 女子の指導に当たっ ての留意点                Ｐ ８  

 （ ３ ） 部活動顧問等と 生徒の信頼関係づく り              Ｐ ８  

 （ ４ ） 部活動内の生徒間の人間関係形成、 リ ーダー育成等の集団づく り  Ｐ ９  

 （ ５ ） 家庭や地域と の連携を 図る 取組                Ｐ ９  

 （ ６ ） 障がいのある 生徒の部活動の充実               Ｐ ９  

 

終わり に                              Ｐ ９  

 

 

 

 

 

 

 

 

‐ 1 ‐



令和７年度 大麻東中学校の部活動に係る活動方針 

 

方針策定の趣旨等 

 

○  生徒の自主的、 自発的な参加によ り 行われる 部活動は、 スポーツ ・ 文化芸術、  

  科学等に親し ま せ、 学習意欲の向上や責任感、 連帯感の涵養等、 学校教育が目指 

  す資質・ 能力の育成に資する も のであり 、 学校教育の一環と し て、 教育課程と の 

  関連が図ら れる よ う 留意する 必要がある 。  

 

 ○  学校教育の一環と し て行われる 部活動は、 異年齢と の交流の中で、 生徒同士や

教員と 生徒等の好ま し い人間関係の構築を 図っ たり 、 生徒自身が活動を 通し て自

己肯定感を 高めたり する など、 生徒が多様な学びや経験を する 場と し て、 教育的

意義が高い。  

 

 ○  部活動は教育課程外の活動であり 、 その設置・ 運営は学校の判断によ り 行われ

る も のである が、 部活動を 実施する 場合には、 生徒にと っ て望まし いスポーツ ・

文化芸術環境と なる よ う 、 生徒の学校生活等への影響を 考慮し た休養日や活動時

間を 設定し 、けがの防止や心身のリ フ レ ッ シュ を 図る ほか、部活動だけではなく 、

多様な人々と 触れ合い、 様々な体験を 充実さ せる など、 生徒のバラ ン スのと れた

生活や心身の成長に配慮する 必要がある 。  

また、 教員が、 健康でいき いき と やり がいを も っ て勤務し ながら 、 学校教育 

の質を 高めら れる 環境を 構築する ためには、 教師の部活動指導における 負担が 

過度になら ないよ う に配慮し 、 部活動が持続可能なも のと なる よ う 、 合理的で  

かつ効率的・ 効果的に行われる 必要がある 。  

 

 ○  こ う し た中、 令和４ 年12月、 スポーツ 庁及び文化庁は平成30年に策定し た「 運

動部活動の在り 方に関する 総合的なガイ ド ラ イ ン 」 及び「 文化部活動に関する 総

合的なガイ ド ラ イ ン 」 を 統合し 、 「 学校部活動及び新たな地域ク ラ ブ 活動の在り

方等に関する 総合的なガイ ド ラ イ ン 」 （ 以下、 「 国のガイ ド ラ イ ン 」 と いう 。 ）

と し て全面的に改定を 行っ たと こ ろ である 。  

 

○ 本校では、国のガイ ド ラ イ ン 及び「 北海道の部活動の在り 方に関する 方針」（ 以

下、 「 道の方針」 と いう ） 、 「 江別市の部活動の在り 方に関する 方針」 （ 以下、

「 市の方針」 と いう 。 ） に則り 、 気候など江別市の特色及び学校の部活動の実態

などを 踏ま え、 「 大麻東中学校の部活動の在り 方に関する 方針」 （ 以下、 「 本方

針」 と いう ） を 策定する こ と と し た。  

 

○ 本校は、 本方針に則り 、 持続可能な部活動の在り 方について検討し 、 速やか 

に改革に取り 組む必要がある 。  
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○ 本方針は、 本校における 部活動が、 地域、 学校、 競技種目、 分野、 活動目的等

に応じ た多様な形で最適に実施さ れる こ と を 目指す。  

 

○ なお、 現在、 同好会等は設置さ れていないが、 仮に今年度中に設置がなさ れ、  

その活動が本校の管理下で顧問( 責任者) の指導の下、 部活動と 同程度に継続的 

に行われ、 生徒、 保護者、 地域住民等から も 部活動と 同様な活動と し て受け止 

めら れる 状況と なる 可能性がある 場合は、 それら の活動を 部活動に含めて考え  

る こ と と し 、 本方針の適用の対象と する 。  

 

○ また、 部活動は、 生徒の自主的、 自発的な参加によ り 行われる も のである こ と

から 、 生徒の自主性、 自発性を 尊重し 、 部活動への参加を 義務づけたり 、 活動を

強制し たり する こ と がないよ う 留意する 。  

 

１ 適切な運営のための体制整備 

 ○ 本校は、 今年度、 次の部活動を 設置する 。  

・ 野球 ・ バスケッ ト ボール男子 ・ バスケッ ト ボール女子 

・ バレ ーボール女子 ・ バド ミ ン ト ン 男子 ・ バド ミ ン ト ン 女子 

・ ソ フ ト テニス男子 ・ 吹奏楽 ・ 美術 

○ 部活動の設置がない中体連種目について、 大会参加希望者がいる 場合は、 大会

要項と 照ら し 合わせ必要に応じ て体育係と 協議し て引率者を 配置する 。  

 

（ １ ） 部活動の方針の策定等 

  ア  校長は、 「 江別市立学校に係る 部活動の方針」 に則り 、 学校の教育目標等を

踏ま え、 毎年度、 「 大麻東中学校の部活動に係る 活動方針」 を 策定する と と も

に、 校内に部活動に係る 相談・ 要望の窓口を 設置する 。  

 

  イ   校長は、 上記アの「 活動方針」 及び「 相談・ 要望窓口」 の担当、 連絡先等 

を 学校のホームページへの掲載等によ り 公表する 。  

 

○ 部活動に係る 相談・ 要望の窓口 

相談、 要望は、 郵便、 Ｆ Ａ Ｘ （ フ ァ ク シ ミ リ ） 又は電子メ ールのいずれ 

かによ り 下記の連絡先あてに提出する こ と と する 。  

【 郵送の場合】 〒069-0845 江別市大麻 697 番地 

【 Ｆ Ａ Ｘ の場合】 Ｆ Ａ Ｘ 番号 011-387-0733 

【 電子メ ールの場合】 ebt -oasahi gashi -chu-1@hokkai do. school . ed. j p  

【 担当】 校長及び教頭 

 

   ウ 校長は、 各部の責任者( 以下「 部活動顧問」 と いう 。 ) に対し 、 年間の活動計

画( 活動日、 休養日及び参加予定大会日程等) 並びに毎月の活動計画及び活動実

績（ 活動日時・ 場所、 休養日及び大会参加日等) を 作成・ 提出を 求める 。  
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ま た、 校長は、 各部活動顧問に対し 、 毎月の活動計画にある 活動の開始及び

終了時間を 遵守する よ う 指導する と と も に、 計画を 変更する 場合は、 あら かじ

め校長の承認を 得る よ う 指導する 。  

 

エ  校長は、 上記ウの各部活動の年間の活動計画、 毎月の活動計画及び活動実績

等を も と に、 教員や生徒の負担が過度と なら ないよ う 、 持続可能な運営体制が

整えら れている か等の観点から 、 必要に応じ て指導・ 是正を 行う 。  

 

オ 校長は、 各部活動顧問に対し 、 当該顧問が年間及び毎月の活動計画、 活動全

般及び大会出場等に要する 経費等に係る 資料( 部活動通信等) を 配布する など し

て、 「 活動方針」 と あわせて、 保護者・ 生徒の理解を 得る よ う 指導する と と も

に、 部活動顧問や生徒・ 保護者の負担が過度と なら ないよ う 指導する 。  

 

（ ２ ） 指導・ 運営に係る 体制の構築 

ア 校長は、 教員だけでなく 、 部活動指導員や外部指導者など適切な指導者を 確

保し ていく こ と を 基本と し 、 生徒や教員の数、 部活動指導員の配置状況を 踏ま

え、 指導内容の充実( 部活動顧問の専門性等) 、 生徒の安全の確保、 教員の長時

間勤務の解消等の観点から 円滑に持続可能な部活動を 実施でき る よ う 、 適正な

数の部を 設置する 。  

 

イ  校長は、 教員を 部活動顧問に決定する 際は、 校務全体が効率的・ 効果的に実 

施さ れる 必要がある こ と に鑑み、 教員の他の校務分掌や本人の抱える 事情、 部

活動指導員の配置状況を 勘案し 、 可能な限り 、 部活動ご と に複数の顧問を 配置

する など、 学校全体と し ての適切な指導、 運営及び管理に係る 体制が構築さ れ

る よ う 十分考慮する 。  

 

ウ 校長は、 生徒指導の視点に立っ た部活動運営に努める と と も に、 部活動を  

顧問任せにせず、 学校全体に開かれたも のと する よ う 、 部活動の活動状況や 

生徒の状況等を 交流する 場( 部活動顧問会議等) を 定期的に設ける 。  

 

エ  校長は、 部活動指導員や外部指導者の配置に当たっ て、 学校教育について理

解し 、 適切な指導を 行う ために、 部活動の位置付け、 教育的意義、 生徒の発達

の段階に応じ た科学的な指導、 安全の確保や事故発生後の対応を 適切に行う こ

と 、 体罰（ 暴力） やハラ スメ ン ト （ 生徒の人格を 傷つける 言動） は、 いかなる

場合も 許さ れないこ と 、 服務（ 校長の監督を 受ける こ と や生徒、 保護者等の信

頼を 損ねる よ う な行為の禁止等） を 遵守する こ と 等について指導し 、 徹底さ せ

る 。  

 

オ 校長は、 教員の部活動への関与について、 業務改善及び勤務時間管理等を 行

う 。  
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カ  校長は、 「 江別市立学校における 働き 方改革推進計画」 で示さ れている 、 教

育職員の時間外勤務等の縮減に向けた取組に努める 。  

 

 

２ 合理的でかつ効率的・効果的な活動推進のための取組 

（ １ ） 運動部活動における 適切な指導の実施 

ア 校長、 部活動顧問、 部活動指導員及び外部指導者は、 部活動の実施に当たっ

ては、 生徒の体調変化、 気象条件など の環境変化に十分に注意する と と も に、

文部科学省が平成 25 年５ 月に作成し た「 運動部活動での指導のガイ ド ラ イ ン 」

に則り 、 生徒の心身の健康管理（ スポーツ 障害・ 外傷の予防やバラ ン スのと れ

た学校生活への配慮等を 含む。 ） 、 事故防止（ 活動場所における 施設・ 設備の

点検や活動における 安全対策等） 及び体罰・ ハラ スメ ン ト の根絶を 徹底する 。

校長は、 こ れら の取組に当たっ て、 学校保健安全法（ 昭和３ ３ 年法律第５ ６ 号）

等も 踏まえる よ う 留意する 。  

 

イ  校長は、 運動部顧問、 部活動指導員及び外部指導者に対し 、 次のこ と を 指導

・ 徹底する 。  

○ スポーツ 医・ 科学の見地から は、 ト レ ーニン グ効果を 得る ために休養を  

適切に取る こ と が必要である こ と 。  

○ 過度の練習がスポーツ 障害・ 外傷のリ スク を 高め、 必ずし も 体力・ 運動 

能力の向上につながら ないこ と 等を 正し く 理解する こ と 。  

○ 生徒の体力の向上や、 生涯を 通じ てスポーツ に親し む基礎を 培う こ と が 

でき る よ う 、 生徒と コ ミ ュ ニケーショ ン を 十分に図る こ と 。  

○ 生徒がバーン アウト する こ と なく 、 技能や記録の向上等それぞれの目標 

を 達成でき る よ う 、 競技種目の特性等を 踏ま えた科学的ト レ ーニン グの積 

極的な導入等によ り 、 休養を 適切に取り つつ、 短時間で効果が得ら れる 指 

導を 行う こ と 。  

○ 専門的知見を 有する 保健体育担当の教諭や養護教諭等と 連携・ 協力し 、  

発達の個人差や成長期における 体と 心の状態等に関する 正し い知識を 得た  

上で指導を 行う こ と 。  

 

（ ２ ） 文化部活動における 適切な指導 

ア  校長、 文化部顧問、 部活動指導員及び外部指導者は、 部活動の実施に当たっ

ては、 生徒の体調変化、 気温や湿度など の環境変化に十分注意する と と も に、

生徒の心身の健康管理（ 障害・ 外傷の予防やバラ ン スのと れた学校生活への配

慮等を 含む。 ） 、 事故防止（ 活動場所における 施設・ 設備の点検や活動におけ

る 安全対策等） 及び体罰・ ハラ スメ ン ト の根絶を 徹底する 。 校長は、 こ れら の

取組に当たっ て、 学校保健安全法等も 踏まえる よ う 留意する 。  

 

イ  校長は、 文化部顧問、 部活動指導員及び外部指導者に対し 、 次のこ と を 指導
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・ 徹底する 。  

○ 生徒のバラ ン スの取れた健全な成長の確保の観点から 休養を 適切に取る こ

と が必要である こ と 。  

○ 過度の練習が生徒の心身に負担を 与え、 文化部活動以外の様々な活動に参

加する 機会を 奪う こ と 等を 正し く 理解する こ と 。  

○ 生徒の芸術文化等の能力向上や、 生涯を 通じ て芸術文化等の活動に親し む

基礎を 培う こ と ができ る よ う 、生徒と コ ミ ュ ニケーショ ン を 十分に図る こ と 。 

○ 生徒がバーン アウト する こ と なく 、 技能等の向上や大会、 コ ン ク ール、 コ

ン テスト 、 発表会等でのそれぞれの目標を 達成でき る よ う 、 分野の特性等を

踏まえた合理的でかつ効率的・ 効果的なト レ ーニン グの積極的な導入等によ

り 、 休養を 適切に取り 、 短時間で効果が得ら れる 指導を 行う こ と 。  

○ 専門的知見を 有する 教諭や養護教諭等と 連携・ 協力し 、 発達の個人差や  

成長期における 体と 心の状態等に関する 正し い知識を 得た上で指導を 行う こ

と 。  

 

（ ３ ） 部活動用指導手引の活用 

ア 校長は、 部活動顧問、 部活動指導員及び外部指導者に対し 、 関係団体等が作

成し た指導手引を 活用し て、 合理的でかつ効率的・ 効果的な指導を 行う よ う 指

導する 。  

  

 

３ 適切な休養日等の設定 

  ア 部活動における 休養日及び活動時間については、 成長期にある 生徒が、 教 

育課程内の活動、 部活動、 学校外の活動、 その他の食事、 休養及び睡眠等の 

生活時間のバラ ン スのと れた生活を 送る こ と ができ る よ う 、 以下を 基準と す 

る 。  

 

〈 休養日の設定〉  

○ 学期中は、 週当たり ２ 日以上の休養日を 設ける 。 平日は少なく と も １ 日、  

土曜日及び日曜日（ 以下「 週末」 と いう 。 ） か、 少なく と も １ 日以上を 休養日

と する 。週末又は祝日に大会参加等で活動し た場合は、原則と し て休養日を 次

週等の土日に振り 替える 。なお、休養日には学校で行う 朝練習や自主練習も 行

わない。 ）  

また、学校閉庁日は休養日と し 、休養日の設定に当たっ て、道民家庭の日( 毎

月第３ 日曜日) は可能な限り 休養日と する よ う 努める 。  

なお、 休養日には学校で行う 朝練習や自主練習も 行わない。  

  ○ 長期休業中の休養日の設定は、 学期中に準じ た扱いを 行う 。  

ま た、 生徒が十分な 休養を 取る こ と ができ る と と も に、 部活動以外にも 多 

様な活動を 行う こ と ができ る よ う 、 ある 程度長期の休養期間（ オフ シ ーズ

ン ） を 設ける 。  
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〈 活動時間の設定〉  

 ○ １ 日の活動時間は、 長く と も 平日で は２ 時間程度、 学校の休業日（ 学期 

    中の週末を 含む。 ） は３ 時間程度と し 、 でき る だけ短時間に、 合理的でかつ 

    効率的・ 効果的な活動を 行う 。  

     大会等の当日において、活動時間が３ 時間以上になる 場合は、十分な休養が

取る こ と ができ る よ う 、 その後の休養日や活動時間を 設定する 。  

  なお、 活動場所を 測定し た暑さ 指数（ ＷＢ Ｇ Ｔ ） が 31℃以上の場合は、 原

則と し て活動を 行わない。  

 

イ   校長は、 １ －（ １ ） アに掲げる「 学校の部活動に係る 活動方針」 の策定に当た 

っ ては、 国のガイ ド ラ イ ン の基準を 踏ま える と と も に、 「 江別市立学校に係る

部活動の方針」 に則り 、 各部活動の休養日及び活動時間等を 設定し 、 公表する 。

ま た、 校長は、 各部活動の活動内容を 把握し 、 適宜、 指導・ 是正を 行う 等、 そ

の運用を 徹底する 。  

 

ウ  休養日及び活動時間等の設定については、 地域や学校の実態を 踏ま えた 工夫

と し て、 次のよ う な実施の仕方も 考えら れる 。  

○  定期試験前後の一定期間等、 部活動共通、 学校全体、 市内共通の部活動休 

養日を 設ける こ と 。  

○  週間、 月間単位での活動頻度・ 時間の目安を 定める こ と 。  

 

 

４ 生徒のニーズを踏まえた環境の整備 

（ １ ） 部活動の設置、 統廃合、 合同チーム等の編成 

ア  校長は、 生徒と 部活動顧問の負担が過度になら ないよ う 適正な数の部活動数

を 考慮し た上で、 既存の部活動の統廃合などと 合わせて、 競技力や技能の向上

や大会等での成績以外にも 、 適度な頻度で行っ たり 、 スポーツ ・ 文化芸術等の

活動に興味と 関心を も つ同好の生徒が、 学級内と は異なる 人間関係を 形成し た

り する 等、 生徒の多様なニーズに応じ た活動を 行う こ と ができ る 部活動の設置

について検討する 。  

なお、 部活動の設置や統廃合に当たっ ては、 校内でガイ ド ラ イ ン を 作成する

など し て、 生徒や保護者の理解の下、 長期的な見通し を も っ て行う 。  

 

イ   市教委は、 少子化に伴い、 単一の学校では特定の分野の部活動を 行う こ と が

でき ない場合や部活動指導員を 配置でき ず、指導を 望む教員も いない場合には、

生徒のスポーツ ・ 文化芸術活動の機会が損なわれる こ と のないよ う 、 当面、 複

数校の生徒が拠点校の部活動に参加する 等、 合同部活動等の取組を 推進する こ

と し ている 。  

  こ のこ と を 受け、 校長は市教委と 連携し 、 例えば、 自校での練習を 中心と し
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ながら 、大会等の直前のみ合同練習を 行う など、双方の移動に係る 時間を 含め、

合同チームや合同練習によ る 活動を 行う こ と によ り 、 生徒と 部活動顧問の負担

が過度と なら ないこ と 等を 考慮し た上で、 実施の可否を 判断する 。  

なお、 合同練習など を 行う 際の移動時間については、 生徒の活動時間には 

含めないこ と と する が、 長時間の移動を 伴う 合同練習等の実施に当たっ ては、  

   成長期にある 生徒が、 教育課程内の活動、 部活動、 学校外の活動、 その他の 

食事、 休養及び睡眠等の生活時間のバラ ン スのと れた生活を 送る こ と ができ  

る よ う 配慮し た実施回数と する 。  

 

ウ 校長は、 障がいの有無や得意不得意に関わら ず生徒が参加し やすいよ う 、 ス

ーツ ・ 文化芸術等に親し むこ と を 重視し 、 個別の課題や挑戦を 大切にする こ と

や、 過度な負担と なら ないよ う 活動時間を 短く する など の工夫や配慮を する 。  

 

エ  校長は市教委と 連携し て、 部活動は生徒の自主的・ 自発的な参加によ り 行わ

れる も のである こ と を 踏まえ、 生徒の意思に反し て強制的に加入さ せる こ と が

ないよ う にする と と も に、 その活動日数や活動時間を 見直し 、 生徒が希望すれ

ば、 特定の種目・ 部門だけでなく 、 スポーツ ・ 文化芸術や科学分野の活動や地

域での活動も 含めて、 様々な活動を 同時に経験でき る よ う 配慮する 。  

 

（ ２ ） 部活動の地域連携 

ア  校長は市教委と 連携し て、 学校や地域の実態に応じ て、 地域のスポーツ ・ 文

化芸術団体と の連携や民間事業者の活用等によ り 、保護者の理解と 協力を 得て、

学校と 地域が協働・ 融合し た形での地域における スポーツ ・ 文化芸術の環境整

備を 進める 。 その際、 各地域において、 行政、 学校、 スポーツ ・ 文化芸術団体

等の関係者が現状や課題を 共有し 、 今後のスポーツ ・ 文化芸術環境の在り 方等

を 協議する 場を 設ける こ と も 考えら れる 。  

 

イ  校長は市教委と 連携し て、 地域の実情に応じ 、 学校種を 越え、 高等学校、 大

学及び特別支援学校等と の合同練習を 実施する などによ り 連携を 深め、 生徒同

士の切磋琢磨や多様な交流の機会を 設ける 。  

 

   ウ 校長は市教委と 連携し て、 学校管理下ではない社会教育に位置付けら れる 活

動については、 各種保険への加入や、 学校の負担が増加し ないこ と 等に留意し

つつ、 生徒がスポーツ ・ 文化芸術等の活動に親し める 場所が確保でき る よ う 、

学校運営に支障のない範囲で、 関係規程に則り 学校施設開放事業を 行う 。  

 

エ   校長は市教委と 連携し て、 学校と 地域・ 保護者がと も に子ども の健全な成長

のための教育、 スポーツ 環境の充実及び文化芸術等の活動に親し む機会の充実

を 支援する パート ナーと いう 考え方の下で、 こ う し た取組を 推進する こ と につ

いて、 保護者の理解と 協力を 促す。  
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オ 校長は市教委と 連携し て、 地域で実施さ れている 分野と 同じ 分野の部活動に

ついて、 休日の練習を 共同で実施する こ と や、 休日に限ら ず平日においても 、

連携し て活動する こ と などを 検討する 。  

 

カ  校長は市教委と 連携し て、 部活動だけでなく 、 地域で実施さ れている スポー

ツ ・ 文化芸術活動の内容等も 生徒や保護者に周知する など、 生徒が興味関心に

応じ て自分にふさ わし い活動を 選べる よ う にする 。  

 

 

５ 学校単位で参加する大会等の見直し 

ア  校長は、 本方針の「 ３  適切な休養日等の設定」 に示し た休養日等が年間を 通

じ て適切に設定さ れる こ と を 前提に、生徒の教育上の意義、生徒や部活動顧問の

負担が過度と なら ないこ と 等を 考慮し て 、 学校の部活動が参加する 大会等の回

数に上限の目安等を 定め、 参加する 大会等を 精査する 。  

 

 

６ 部活動の充実に向けて 

（ １ ） 部活動指導の充実を 図る 取組 

校長は市教委と 連携し て、 部活動の教育的意義を 踏まえ、 効果的に部活動指導

を 行い、 成果を 上げている 事例を 把握し 、 部活動の適切な実施及び充実に資する

よ う 周知・ 普及に努める 。  

 

（ ２ ） 女子の指導に当たっ ての留意点 

女子の指導に当たっ ては、女性特有の健康問題＜女性アスリ ート の三主徴( 利用

可能エネルギー不足（ 注） 、 無月経及び骨粗し ょ う 症、 貧血等) ＞の予防対策に関

する 正し い知識を 得た上で行う 。  

( 注)  「 利用可能エネルギー」 と は、 食事から と る 摂取エネルギーから 運動によ り 消費さ れる エネルギーを 引いた残 

  り のエネルギー量を さ し ま す。 こ れは基礎代謝や日常活動に使用可能なエネルギー量です。 つまり 、 「 利用可能 

  エネルギー不足」 と は、 運動によ る エネルギー消費量に対し て、 食事など によ る エネルギー摂取量が不足し た状 

  態を さ し 、 こ の状態が続く と 、 身体の諸機能に影響を 及ぼすと 考えら れま す。  

 

（ ３ ） 部活動顧問等と 生徒の信頼関係づく り  

部活動は、 生徒の自主的、 自発的な参加によ り 行われる 活動である こ と を 踏 

ま え、 校長は、 部活動顧問、 部活動指導員及び外部指導者に対し て、 次のこ と を

指導・ 徹底する 。  

○  指導の目的、 技能等の向上や生徒の心身の成長のために適切な指導の内容や

方法である こ と 等を 、 生徒に明確に伝え、 理解さ せた上で取り 組ませる など 、

部活動顧問、 部活動指導員及び外部指導者と 生徒の両者の信頼関係づく り が活

動の前提と なる こ と 。  
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○  部活動顧問、 部活動指導員及び外部指導者と 生徒の間に信頼関係があれば、

指導に当たっ て体罰等を 行っ ても 許さ れる はずと の認識は誤り であり 、 指導に

当たっ ては、 生徒の人間性や人格の尊厳を 損ねたり 否定する よ う な発言や行為

は許さ れないこ と 。  

 

（ ４ ） 部活動内の生徒間の人間関係形成、 リ ーダー育成等の集団づく り  

校長は、 部活動においては、 複数の学年の生徒が参加する こ と 、 同一学年で  

も 異なる 学級の生徒が参加する こ と 、 生徒の参加する 目的や技能等が様々であ 

る こ と 等の特色を も ち 、 学級担任と し ての学級経営と は異なる 指導が求めら れ 

る こ と を 踏ま え、 部活動顧問、 部活動指導員及び外部指導者に対し て、 次のこ と

を 指導・ 徹底する 。  

○  部活動顧問、 部活動指導員及び外部指導者が、 生徒のリ ーダー的な資質・ 能

力の育成と と も に、 協調性、 責任感の涵養等の望ま し い人間関係や人権感覚の

育成、 生徒への目配り 等によ り 、 部活動内における 暴力行為やいじ め等の発生

の防止を 含めた適切な集団づく り に留意する こ と 。  

 

（ ５ ） 家庭や地域と の連携を 図る 取組 

校長は、 部活動参観と し て保護者に部活動を 公開する 場を 設ける など し て、 保

護者の部活動への理解を 深め、 学校と 家庭が連携し ながら 部活動指導に取り 組め

る よ う 環境づく り に努める 。  

また、 上記５ のアの精査に当たっ ては、 部活動が、 地域の人々の協力や地域の

関係団体と の連携、 民間事業者の活用等によ り 、 学校と 地域がと も に子ども を 育

てる と いう 視点が重要である こ と に十分配慮し て、 判断する 。  

 

（ ６ ） 障がいのある 生徒の部活動の充実 

校長は、 部活動等を 通じ て、 障がいのある 生徒と 障がいのない生徒が交流する

場を 設ける よ う 努める 。  

 

 

 

終わりに 

○  本方針は、「 江別市立学校の部活動に係る 方針」 が見直さ れた際、 速やかに「 大

麻東中学校の部活動に係る 活動方針」 の内容につて、 必要な見直し を 行う 。  
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